
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
法
律
案
要
綱

第
一

中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

題
名

法
律
の
題
名
を
「
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ
と
。

二

目
的

こ
の
法
律
は
、
中
心
市
街
地
が
地
域
の
経
済
及
び
社
会
の
発
展
に
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
近
年
に
お
け

る
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展
、
消
費
生
活
の
変
化
等
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
、
中
心
市
街
地
に
お
け
る

都
市
機
能
の
増
進
及
び
経
済
活
力
の
向
上
（
以
下
「
中
心
市
街
地
の
活
性
化
」
と
い
う
。
）
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推

進
す
る
た
め
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
し
、
基
本
理
念
、
政
府
に
よ
る
基
本
方
針
の
策
定
、
市
町
村
に
よ
る
基
本
計

画
の
作
成
及
び
そ
の
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
認
定
、
当
該
認
定
を
受
け
た
基
本
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
特
別
の
措

置
、
中
心
市
街
地
活
性
化
本
部
の
設
置
等
に
つ
い
て
定
め
、
も
っ
て
地
域
の
振
興
及
び
秩
序
あ
る
整
備
を
図
り
、
国
民
生

活
の
向
上
及
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）



三

基
本
理
念

中
心
市
街
地
の
活
性
化
は
、
地
域
に
お
け
る
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
活
動
の
拠
点
と
な
る
に
ふ
さ
わ
し
い
魅
力

あ
る
市
街
地
の
形
成
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
地
方
公
共
団
体
、
地
域
住
民
及
び
関
連
事
業
者
が
相
互
に
密
接
な
連
携

を
図
り
つ
つ
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
そ
の
取
組
に
対
し
て
国
が
集
中
的
か
つ
効
果
的
に
支
援

を
行
う
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

四

国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
者
の
責
務

１

国
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
総
合
的
な
施
策
の
策
定
及
び
実
施
の
責
務
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
た
施
策
の
策
定
及
び
実
施
の
責
務
を
有
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

３

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
配
意
し
て
事
業
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
施
策
の
実

施
に
必
要
な
協
力
を
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
関
係
）

五

定
義

定
義
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



イ

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
都
市
福
利
施
設
」
と
は
、
教
育
文
化
施
設
、
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
そ
の
他
の
都
市

の
居
住
者
等
の
共
同
の
福
祉
又
は
利
便
の
た
め
必
要
な
施
設
を
い
う
。

ロ

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
営
住
宅
等
」
と
は
、
地
方
公
共
団
体
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
そ
の
他
公
法
上
の
法
人
で

政
令
で
定
め
る
も
の
が
自
ら
居
住
す
る
た
め
住
宅
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
賃
貸
し
、
又
は
譲
渡
す
る
目
的
で
建
設

す
る
住
宅
を
い
う
。

ハ

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
中
心
市
街
地
共
同
住
宅
供
給
事
業
」
と
は
、
こ
の
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
わ

れ
る
共
同
住
宅
の
建
設
及
び
そ
の
管
理
又
は
譲
渡
に
関
す
る
事
業
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
事
業
を
い
う
。

ニ

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
」
と
は
、
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
、
特
定
商
業

施
設
等
整
備
事
業
及
び
特
定
事
業
で
あ
っ
て
民
間
事
業
者
が
行
う
も
の
を
い
う
。

（
第
七
条
関
係
）

六

基
本
方
針

１

政
府
は
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
こ
れ

を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

基
本
方
針
に
定
め
る
事
項
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



イ

中
心
市
街
地
に
お
け
る
都
市
福
利
施
設
を
整
備
す
る
事
業
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

ロ

公
営
住
宅
等
を
整
備
す
る
事
業
、
中
心
市
街
地
共
同
住
宅
供
給
事
業
そ
の
他
の
中
心
市
街
地
に
お
け
る
住
宅
の
供

給
の
た
め
の
事
業
及
び
当
該
事
業
と
一
体
と
し
て
行
う
居
住
環
境
の
向
上
の
た
め
の
事
業
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

ハ

中
心
市
街
地
に
お
け
る
都
市
機
能
の
集
積
の
促
進
を
図
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項（

第
八
条
関
係
）

七

基
本
計
画

１

市
町
村
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
中
心
市
街
地
に
つ
い
て
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に

関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成

し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

基
本
計
画
に
定
め
る
事
項
に
基
本
方
針
に
追
加
し
た
事
項
及
び
計
画
期
間
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

市
町
村
は
、
基
本
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
基
本
計
画
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。



４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
基
本
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

基
本
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
基
本
計
画
の
実
施
が
当
該
市
町
村
に
お
け
る
中
心
市
街
地
の
活
性
化
の
実
現
に
相
当
程
度
寄
与
す
る
も
の
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

ハ

当
該
基
本
計
画
が
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

５

内
閣
総
理
大
臣
は
、
４
の
認
定
を
行
う
に
際
し
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
中
心
市
街
地
活
性
化
本
部
に
対
し
、
意
見

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

６

内
閣
総
理
大
臣
は
、
４
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
関
係
）

八

中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会

１

市
町
村
が
作
成
し
よ
う
と
す
る
基
本
計
画
並
び
に
認
定
基
本
計
画
及
び
そ
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
そ
の
他
中
心

市
街
地
の
活
性
化
の
総
合
的
か
つ
一
体
的
な
推
進
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、
中
心
市
街
地
ご
と



に
、
中
心
市
街
地
整
備
推
進
機
構
及
び
商
工
会
議
所
等
は
、
協
議
に
よ
り
規
約
を
定
め
、
共
同
で
中
心
市
街
地
活
性
化

協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

協
議
会
の
構
成
員
、
運
営
等
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
関
係
）

九

土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計
画
に
お
い
て
定
め
る
保
留
地
の
特
例

土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計
画
に
お
い
て
定
め
る
保
留
地
と
し
て
設
定
で
き
る
土
地
の
対
象
に
認
定
基
本
計
画
に
お

い
て
土
地
区
画
整
理
事
業
と
併
せ
て
そ
の
整
備
が
定
め
ら
れ
た
公
営
住
宅
等
の
用
に
供
す
る
土
地
を
追
加
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

十

中
心
市
街
地
公
共
空
地
等
の
設
置
及
び
管
理

地
方
公
共
団
体
又
は
中
心
市
街
地
整
備
推
進
機
構
は
、
認
定
基
本
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
中
心
市
街
地
（
以
下
「

認
定
中
心
市
街
地
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
の
一
定
規
模
以
上
の
土
地
又
は
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
に
公
共
空
地
、
駐

車
場
等
（
以
下
「
中
心
市
街
地
公
共
空
地
等
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
関
係
）

十
一

都
市
の
美
観
風
致
を
維
持
す
る
た
め
の
樹
木
の
保
存
に
関
す
る
法
律
の
特
例



中
心
市
街
地
整
備
推
進
機
構
が
管
理
す
る
中
心
市
街
地
公
共
空
地
等
内
の
樹
木
又
は
樹
木
の
集
団
で
あ
っ
て
、
都
市
の

美
観
風
致
を
維
持
す
る
た
め
の
樹
木
の
保
存
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
保
存
樹
又
は
保
存
樹
林
と

し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
の
保
存
義
務
者
等
に
中
心
市
街
地
整
備
推
進
機
構
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
関
係
）

十
二

民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
事
業
用
地
適
正
化
計
画
の
認
定
の
特
例

認
定
中
心
市
街
地
の
区
域
内
の
民
間
都
市
開
発
事
業
（
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
民
間
都
市
開
発
事
業
を
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
一
団
の
土
地
の
形
状
、
面
積
等
を
適
正
化
す
る
計
画
に
つ

い
て
、
同
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
四
条
の
十
三
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に

お
け
る
認
定
の
基
準
に
つ
い
て
特
例
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
関
係
）

十
三

中
心
市
街
地
共
同
住
宅
供
給
事
業
に
係
る
市
町
村
長
に
よ
る
認
定

１

中
心
市
街
地
共
同
住
宅
供
給
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
中
心
市
街
地
共
同
住
宅
供
給
事
業
の
実
施
に
関
す

る
計
画
を
作
成
し
、
市
町
村
長
の
認
定
を
申
請
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

地
方
公
共
団
体
は
、
１
の
計
画
の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
に
対
し
て
、
中
心
市
街
地
共
同
住
宅
供
給
事
業
の
実
施
に



要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
地
方
公
共
団

体
の
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

中
心
市
街
地
共
同
住
宅
供
給
事
業
に
係
る
市
町
村
長
に
よ
る
報
告
徴
収
、
改
善
命
令
等
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
関
係
）

十
四

地
方
住
宅
供
給
公
社
に
係
る
特
例

１

地
方
住
宅
供
給
公
社
は
、
認
定
中
心
市
街
地
の
区
域
に
お
い
て
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る

業
務
の
ほ
か
、
委
託
に
よ
り
、
中
心
市
街
地
共
同
住
宅
供
給
事
業
の
実
施
並
び
に
共
同
住
宅
の
建
設
と
一
体
と
し
て
建

設
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
施
設
の
建
設
及
び
賃
貸
そ
の
他
の
管
理
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

政
令
で
指
定
す
る
認
定
市
町
村
で
あ
る
市
は
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
を
設
立
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
五
条
関
係
）

十
五

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
特
例
（
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
関
係
）

１

都
道
府
県
等
は
、
認
定
中
心
市
街
地
の
区
域
の
う
ち
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
迅
速
な
立
地
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り

中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
区
域
（
以
下
「
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
」
と



い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
に
お
け
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
は
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
一
条
第
三
項
、
第
十
四
条
及
び
附
則

第
五
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
指
定
及
び
変
更
又
は
廃
止
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
七
条
関
係
）

十
六

共
通
乗
車
船
券

１

運
送
事
業
者
は
、
認
定
中
心
市
街
地
に
来
訪
す
る
旅
客
又
は
認
定
中
心
市
街
地
の
区
域
内
を
移
動
す
る
旅
客
を
対
象

と
す
る
二
以
上
の
運
送
事
業
者
が
期
間
、
区
間
そ
の
他
の
条
件
を
定
め
て
共
同
で
発
行
す
る
共
通
乗
車
船
券
に
係
る
運

賃
又
は
料
金
の
割
引
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
共
同
で
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

１
の
届
出
を
し
た
者
は
、
鉄
道
事
業
法
第
十
六
条
第
三
項
後
段
若
し
く
は
第
三
十
六
条
後
段
、
軌
道
法
第
十
一
条
第

二
項
、
道
路
運
送
法
第
九
条
第
三
項
後
段
又
は
海
上
運
送
法
第
八
条
第
一
項
後
段
（
同
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用



す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
九
条
関
係
）

十
七

特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画

１

認
定
基
本
計
画
に
記
載
さ
れ
た
特
定
民
間
中
心
市
街
活
性
化
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
特
定
民
間
中
心
市

街
活
性
化
事
業
計
画
を
作
成
し
、
協
議
会
に
お
け
る
議
を
経
て
、
主
務
大
臣
に
認
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

２

主
務
大
臣
は
、
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
者
が
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
地
権
者
等
の
協
力
を
得
て
効
果
的
な
実
施
が
見
込
ま
れ
る
計
画
を
認
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
関
係
）

十
八

中
心
市
街
地
整
備
推
進
機
構
の
指
定
対
象
の
拡
充
等

１

中
心
市
街
地
整
備
推
進
機
構
の
指
定
対
象
に
公
益
法
人
以
外
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
を
追
加
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

２

中
心
市
街
地
整
備
推
進
機
構
の
業
務
に
中
心
市
街
地
公
共
空
地
等
の
設
置
及
び
管
理
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
二
条
関
係
）



十
九

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
特
例
（
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
関
係
）

１

都
道
府
県
等
は
、
中
心
市
街
地
の
区
域
に
お
い
て
大
規
模
小
売
店
舗
の
迅
速
な
立
地
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
中
心

市
街
地
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
」
と
い
う
。
）

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
に
お
け
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
は
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
又
は
同
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
同
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
五
条
第
四
項
、
第

六
条
第
四
項
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
指
定
及
び
変
更
又
は
廃
止
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
五
十
五
条
関
係
）

二
十

中
心
市
街
地
活
性
化
本
部

１

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
に
、
中
心
市
街
地
活
性
化

本
部
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。



２

中
心
市
街
地
活
性
化
本
部
は
、
基
本
方
針
の
案
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
、
基
本
方
針
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
の
推
進

に
関
す
る
こ
と
並
び
に
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
施
策
で
重
要
な
も
の
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に

関
す
る
こ
と
を
所
掌
事
務
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
六
条
か
ら
第
六
十
五
条
ま
で
関
係
）

二
十
一

罰
則

罰
則
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
三
条
ま
で
関
係
）

二
十
二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

特
定
商
業
集
積
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
廃
止

特
定
商
業
集
積
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
は
、
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


